
議第137号

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構定款(平成20年4月1日施行)の一部を次のよ、に変更
する。

別表第2を次のように改める。

別表第2 (第21条関係)

建物

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構定款の一部変更にっいて

日本海総

合病院

名

病院本館棟

」

エネノレギー棟

車庫

称

自転車置場

自転車置場

汚水処理棟

リハビリテーション科棟

あきほ町1号宿舎

あきほ町2号宿舎

酒田市あきほ町30番

あきほ町3号宿舎

酒田市あきほ町30番

所在

酒田市あきほ町30番

酒田市あきほ町30番

あきほ町4号宿舎

酒田市あきほ町30番

酒田市あきほ町30番

あきほ町1号宿舎物置

酒田市あきほ町30番

あきほ町1号宿舎物置

酒田市あきほ町10番

あきほ町1号宿舎自転車置場

酒田市あきほ町10番

あきほ町2号宿舎物置

床面積

(平方メートル)

あきほ町2号宿舎物置

酒田市あきほ町10番

あきほ町2号宿舎自転車置場

あきほ町宿舎集会所

35,412.03

あきほ町宿舎ごみ置場

酒田市あきほ町10番

大宮町宿舎

2,531.40

両羽町、1号宿舎

294.00

酒田市あきほ町W番

両羽町2号宿舎

酒田市あきほ町10番

両羽町宿舎プロパン庫

50.'00

酒田市あきほ町10番

両羽町宿舎ごみ置場

50.00

301.62

酒田市あきほ町10番

両羽町宿舎自転車置場

229.69

酒田市あきほ町10番

両羽町宿舎自転車置場

1,629.93

130.43

(令和6年3月

除却)

酒田市あきほ町10番

1,629.93

酒田市あきほ町10番

院長宿舎

酒田市あきほ町10番

130.43

(令和6年3月

除却)

酒田市大宮町二丁目3番4号

酒田市両羽町1番21号

酒田市両羽町1番21号

酒田市両羽町1番21号

酒田市両羽町1番21号

27.00

酒田市両羽町1番21号

27.00

酒田市両羽町1番21号

32.40

27.00

酒田市みずほ二丁目6番5号

27.00

32.40

207.23

-57-

1,004.82

1.00

1,002.02

1,012.10

1.00

1.00

168.52

(平成24年3月

1.00

1.00



日本海酒

田りハビ

リテ^こノ

ヨン病院

(平成30

年4月

「日本海

総合病院

酒田医療

センタ

ー」から

名称変

更)

西棟

東棟

附属棟

放射線棟

MR1棟

発電機室

酒田市千石町二丁目3番20号

酒田市千石町二丁目3番20号

焼却炉

酒田市千石町二丁目3番20号

カルテ等倉庫棟

酒田市千石町二丁目3番20号

酸素ボンべ室

酒田市千石町二丁目3番20号

自転車置場

酒田市千石町二丁目3番20号

12,061.41

(平成24年3月

除却)

書類保管倉庫

除却)

酒田市千石町二丁目3番20号

ごみ置場

463.90

(平成24年3月

除却)

酒田市千石町二丁目3番20号

5,806.82

ドック棟

酒田市千石町二丁目3番20号

プレハブ倉庫

酒田市千石町二丁目3番20号

48.00

(平成24年3月

除却)

653,20

附則

変更後の定款は、総務大臣の認可があった日から施行する。

128.90

酒田市千石町二丁目3番20号

自転車小屋

提案理由

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構が、財産の一部を処分したことに伴い、定款を変更する

ため、地方独立行政法人法第8条第2項の規定により提案するものである。

42.00

(平成24年3月

除却)

酒田市千石町二丁目3番20号

酒田市千石町二丁目3番20号

3.75

(平成24年3月

除却)

384.06

酒田市千石町二丁目3番20号

19."

(平成24年3月

除却)

酒田市千石町二丁目3番20号

32.00

16.20

(平成24年3月

除却)

94.25

(平成24年3月

除却)

316.93

25.10

(平成24年3月

除去の

-58-


